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テーマＢ 

海底鉱物資源開発活動に向けた 
社会経済的対応の検討 

テーマA 

海底鉱物資源開発活動に向けた法制度
の検討および法体系における調整 

最終目標    国際標準になりうる「総合的な海洋管理」パッケージの提示 
本研究の目的  海底資源開発をサステイナビリティの文脈で進めるための法制度の検討、および 

「総合的な海洋管理」の制度設計に向けた基本的な方針の提示 

■ テーマAの研究開発目標 ■ 
1. 海洋鉱物資源開発における国際的な海洋環境

保全ルールに立脚する法制度の構築および提
案をするために、わが国の現行法制を検討し、
その課題を具体的に指摘する。 

2. 海底資源開発における、沿岸法制度の他海域
区分（EEZ、EEZ外、深海底）への適用可能
性の検討をおこなう。 

3. (1)海洋資源探査・開発に伴う海洋環境への影
響評価についての国際的な動向や関連の実行
の調査および検討、(2)海洋資源探査・開発お
よび海洋の科学的調査に関する諸外国の関連
国内規制の調査および検討、(3)海洋資源探
査・開発および海洋の科学的調査に関する日
本における国内法整備のあり方の検討および
提案を行う。 

図1 わが国の海域と法制度の関係 

■実用化/事業化に向けた見込みに貢献する目標■ 

• 東京海洋大学学部・大学院教育における人材
育成と連動させる。 

• 海洋資源探査・開発および海洋の科学的調査
に関する国内法整備に資する。 

• 開発した評価手法を民間および当該開発にか
かる地方自治体へと還元する。 

アセスメントの領域：知識の生成 
Assessment Sphere: 

Generation of Knowledge 

管理の領域：行動の決定と実施 
Management Sphere: 
Decisions on &  
Implementation of Actions 

実施 
• 選択肢の実現 
• ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞとｺﾝﾄﾛｰﾙ 

• リスク管理実施から
のﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ 

意思決定 
• 選択肢の特定・考察 
• 選択肢の評価 
• 選択肢の査定と決定 

リスク特性評価 
• リスクプロファイル 
• リスクの深刻度判断 
• リスク削減の選択肢 

リスク・アセスメント 
• ハザード同定・推定 
• 曝露・脆弱性評価 
• リスク推定 
懸念・関心の評価 
• リスク認知 
• 社会的懸念 
• 社会経済的影響 

② リスク査定 ④ リスク管理 

⑤ コミュニ
ケーション 

• 問題フレーミング 
• 早期通告 
• スクリーニング 
• 科学的協定の決定 

① プレ・アセスメント 

リスク評価 
• 受容性・受忍性の判断 
• リスク削減措置の必要性 

図3 海底鉱物資源開発活動に向けた社会経済的対応の検討 

 B-2  
海洋環境生態系への 
影響の社会経済的評価 

（図2①②③） 
 

 B-３ 
海底資源開発にかかわる環境影響評価における 

コミュニケーション（図2⑤） 

B-1 
既存産業の経済活動への 
影響の社会経済的評価 

（図2①②③） 
 

 

海洋環境生態系の同定および 
開発に伴うリスク推定 （図2①・②） 

③ 受忍性・受容性の判断 

■ テーマBの研究開発目標 ■ 
海底資源開発に伴う社会経済影響評価手法を
次の３つについて開発します。 
１．既存産業の経済活動が受ける社会経済的

影響評価手法 
２．海洋環境生態系が受ける影響に対する社

会経済的評価手法 
３．海底資源開発の環境影響評価におけるコ

ミュニケーション手法 

図２ IRGCのリスク・ガバナンスの枠組み 
 (International Risk Governance Council, 2005) 

 

「鉱業法」「排他的経済水域及び大陸棚に関する法律」「海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律」 

深海底 

「排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律」 

UNCLOS 303 条 2 項  

「文化財保護法」92-96 条 

 漁業権 

 鉱物資源開発 

12 

領海 

24 

接続水域 

43 

渥美半島沖 

2013 年 3 月 

200 

EEZ 

大陸棚 

350 海里 

大陸棚 

（限界） 

UNCLOS 

82,208,214 条 

 

【南鳥島】 

UNCLOS 第 11 部, 

209,215 条 

第 11 部実施協定 

深海底鉱業暫定措置法 

【DORD の鉱区】 

                   UNCLOS 

                   208,214 条 

 

【沖縄・小笠原】 


